
○地元酒造会社との提携による酒米オーナー制度の実施

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 山口県下 関
しものせき

市 大河内
おおかわち

  

協定面積 
20.7ha 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 

水稲 

交付金額 
380万円 

個人配分  47％ 

共同取組活動 
 （53％） 

役員報酬     5％ 
鳥獣害防止対策    14％ 
積立金（共同利用機械）   34％ 

協定参加者 農業者30人 開始：平成12年度 

人・農地プランの作成状況 作成していない（作成中） 

２．取組に至る経緯 

下関市豊浦町北部の大河内集落は、宇賀地区の中でも急傾斜農地を多く抱える集落

である。昭和 62 年に大河内営農組合が発足し地域内の作業受託を開始した。また、

温泉と連携した直売所の設置や竹炭作り、しめ縄作り等の活動を行うなど、生産者と

消費者の交流による地域の活性化を目指してきた。 

その後、農家の高齢化と後継者不足による農地の荒廃が徐々に表面化してきたこと

を受け、集落で話し合い、美しい棚田が並ぶ農村景観を守ることを目的に、第１期対

策から取組を開始した。第２期対策では農業者同士の声掛けにより協定参加者が増

え、荒廃田が減少している。 

３．取組の内容 

当協定では、大河内営農組合が中心となって、２ha の機械作業を共同化からスター

トし農地利用の効率化を図ってきた。平成 14 年度からは、新たに減農薬栽培による

日本酒好適米「山田錦」0.5ha の栽培に取り組み、地元酒造会社と連携した酒米オー

ナー制度を発足した。

オーナーは酒米の栽培、収穫から日本酒製造工程体験や新酒の完成交流会への参加

と１年を通じた内容となっている。毎回の作業後には、しし鍋や鹿カレーなどの昼食

会後、温泉で汗を流し集落と交流する。その際は、温泉施設に仮設の販売所を設け、

棚田の米や野菜の販売を行っている。農閑期には休耕田での芋の栽培・ちまき作り・

門松作り・炭焼き体験などのイベントを実施するなど積極的な都市農村交流活動に取

り組み、集落の活性化に寄与している。 

【酒米オーナーと集落風景】 【収穫体験】 



［集落の将来像] 
○ 地域の実情に即した持続的な農業生産活動等の体制整備 

 

 

 
［将来像を実現するための活動目標] 
○ 共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［集落外との連携］ 
○「酒米オーナー」による都市住民との交流及び酒造会社との連携 

 

４．今後の課題等  

  中山間地域でありながら海に面した景観もあり、温泉地でもある。また、都市部が

１時間圏内という利便性を生かし、都市農村交流を生かした地域づくりをさらに進め

ていく。また、（農）宇賀おおかわちが平成 25 年７月に設立（経営面積：10ha）し

たのを契機に地域の担い手として農地を集積していくこととしている。  

  

 

［第２期対策の主な成果］ 
○ 機械の共同利用化による作業の効率化 
○ 獣害防護柵の設置による農作物被害の軽減 
○ 酒米オーナー制度（H17：149人参加、H21：185人参加）の実施による交流人口の増加 

 

農地の耕作・管理(田 20.7ha) 

個別対応 

酒米オーナー制度の実施 

・作業体験、イベント等 

共同取組活動 

機械農作業の共同化 

（水稲基幹３作業) 

共同取組活動 

 
水路・作業道の管理 

・水路 年２回清掃、草刈り 

・道路 年１回草刈り 

共同取組活動 

景観作物作付け 

・菜の花（約 0.2ha 作付） 

共同取組活動 

 
農地法面の定期的な点検 

（年１回及び随時） 

共同取組活動 
元気な農村しっかりサポー

ト事業で整備した都市農村

交流施設との連携によるグ

リーン・ツーリズムの推進 

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備


